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資料－２ 

奈良県景観条例 生駒市景観条例（１２月定例会上程 法委任条例） 生駒市景観条例改正（３月定例会上程 自主条例） 
目次 
第一章 総則(第一条―第五条) 
第二章 景観計画の策定等(第六条―第八条) 
第三章 行為の規制等(第九条―第十七条) 
第四章 公共事業に係る景観の形成(第十八条) 
第五章 良好な景観の形成に関する施策(第十九条―第二十一条) 
第六章 奈良県景観審議会(第二十二条) 
第七章 雑則(第二十三条・第二十四条) 
附則 
第一章 総則 

(目的) 
第一条 この条例は、良好な景観の形成についての基本理念を定め、

並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法

(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の規定に基づく景

観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めるほか、景観

住民協定の認定、奈良県景観資産の登録その他の事項を定めること

により、地域の個性と特色を生かした良好な景観の形成に関する施

策を総合的かつ先導的に推進し、もって美しく風格のある県土を形

成し、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域

社会の実現を図ることを目的とする。 
(基本理念) 

第二条 良好な景観は、県民共通の資産として受け継ぎ、育て、かつ、

創出して、将来の県民に承継されていくものであることを旨とし

て、その形成が図られなければならない。 
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動

等との調和により形成されるものであることにかんがみ、これらの

調和に配慮しながら、その整備及び保全が図られなければならな

い。 
3 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を果

たすことにかんがみ、地域の魅力の向上と活性化に資するよう、そ

の整備及び保全が図られなければならない。 
4 良好な景観は、県、市町村、県民、事業者及び民間団体(県内にお

いて良好な景観の形成を図るための活動を行う民間の団体をいう。

以下同じ。)の適切な役割分担と協働の下、それらの者の積極的な

取組により、その整備及び保全が図られなければならない。 
(県の責務) 

第三条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に
のっとり、良好な景観の形成に関する総合的かつ先導的な施策を策

定し、及び実施する責務を有する。 
2 県は、地域の特性に応じた良好な景観の形成に配慮して、公共事業

を実施する責務を有する。 
3 県は、良好な景観の形成に関する市町村の施策並びに県民、事業者

及び民間団体(以下「県民等」という。)の主体的かつ積極的な取組

が促進されるよう必要な措置を講ずる責務を有する。 
(県民の責務) 

第四条 県民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目的） 

第１条 この条例は、良好な景観の形成について、市、市民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、景観法（平成１６年法律第１１

０号。以下「法」という｡)の規定に基づく景観計画の策定、行為の

規制等に関し必要な事項を定めることにより、美しく潤いのある豊

かな街並みを形成し、もって自然と都市が調和した景観の実現に資

することを目的とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（市の責務） 

第２条 市は、良好な景観の形成に関する総合的かつ先導的な施策を

策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 市は、地域の特性に応じた良好な景観の形成に配慮して、公共事

業を実施する責務を有する。 
３ 市は、良好な景観の形成に関する市民、事業者及び民間団体（市

内において良好な景観の形成を図るための活動を行う民間の団体を

いう。以下同じ｡)の主体的かつ積極的な取組が促進されるよう必要

な措置を講ずる責務を有する。 
（市民の責務） 

第３条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目的） 

第１条 この条例は、良好な景観の形成について、市、市民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、景観形成基本計画の策定及び景

観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という｡)の規定に基

づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めること

により、美しく潤いのある豊かな街並みを形成し、もって自然と都

市が調和した景観の実現に資することを目的とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（市の責務） 

第２条 市は、良好な景観の形成に関する総合的かつ先導的な施策を

策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 市は、地域の特性に応じた良好な景観の形成に配慮して、公共事

業を実施する責務を有する。 
３ 市は、良好な景観の形成に関する市民、事業者及び民間団体（市

内において良好な景観の形成を図るための活動を行う民間の団体を

いう。以下同じ｡)の主体的かつ積極的な取組が促進されるよう必要

な措置を講ずる責務を有する。 
（市民の責務） 

第３条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観
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解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めると

ともに、県が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなけ

ればならない。 
(事業者の責務) 

第五条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に

関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、地域のまちづくり

及び地域間の交流の担い手として、県が実施する良好な景観の形成

に関する施策に協力しなければならない。 
 
 
 
第二章 景観計画の策定等 

(景観計画) 
第六条 知事は、県内の良好な景観の形成を総合的かつ先導的に推進

するため、景観計画(法第八条第一項に規定する景観計画をいう。

以下同じ。)を策定するものとする。 
2 知事は、景観計画の区域内において、特に重点的に良好な景観の形

成の推進に取り組む必要がある区域(以下「重点景観形成区域」と

いう。)を定めることができる。 
3 重点景観形成区域における法第八条第二項第三号に規定する良好

な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、重点景観形成区

域ごとに定めることができる。 
 
 
 
 
 
 
(策定の手続) 

第七条 知事は、景観計画を定めようとするときは、奈良県景観審議

会の意見を聴かなければならない。 
2 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)

について準用する。 
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続) 

第八条 知事は、法第十四条第一項の規定による通知をしようとする

ときは、あらかじめ、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象と

なる区域の市町村長の意見を聴くとともに、奈良県景観審議会の意

見を聴かなければならない。 
第三章 行為の規制等 

(届出を要する行為等) 
第九条 法第十六条第一項第四号の条例で定める行為は、次に掲げる

行為とする。 
一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 
 
二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物を

の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する

良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 
 
（事業者の責務） 

第４条 事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形

成に自ら努めるとともに、地域のまちづくり及び地域間の交流の担

い手として、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力し

なければならない。 
 
 
 
 
（景観計画） 

第５条 市長は、市内の良好な景観の形成を総合的かつ先導的に推進

するため、景観計画（法第８条第１項に規定する景観計画をいう。

以下同じ｡)を策定するものとする。 
２ 市長は、景観計画の区域内において、特に重点的に良好な景観の

形成の推進に取り組む必要がある区域（以下「重点景観形成区域」

という｡)を定めることができる。 
３ 重点景観形成区域における法第８条第２項第３号に規定する良好

な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、重点景観形成区

域ごとに定めることができる。 
 
 
 
 
 
 
（策定の手続） 

第６条 市長は、景観計画を定めようとするときは、生駒市景観審議

会の意見を聴かなければならない。 
２ 前項の規定は、景観計画の変更（規則で定める軽微な変更を除く｡)
について準用する。 
（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続） 

第７条 市長は、法第１４条第１項の規定による通知をしようとする

ときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければなら

ない。 
 
 
（届出を要する行為等） 

第８条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、次に掲げる

行為とする。 
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変

更 
(2) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物

の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する

良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 
 
（事業者の責務） 

第４条 事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形

成に自ら努めるとともに、地域のまちづくり及び地域間の交流の担

い手として、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力し

なければならない。 
（景観形成基本計画） 

第５条 市長は、総合的かつ長期的な景観まちづくりを推進するため、

景観形成基本計画を策定するものとする。  
 
（景観計画） 

第６条 市長は、市内の良好な景観の形成を総合的かつ先導的に推進

するため、景観計画（法第８条第１項に規定する景観計画をいう。

以下同じ｡）を策定するものとする。 
２ 市長は、景観計画の区域を自然景観区域、田園景観区域及び市街

地景観区域に区分するものとする。 
３ 市長は、景観計画の区域内において、特に重点的に良好な景観の

形成の推進に取り組む必要がある地区（以下「景観形成地区」とい

う｡）を定めることができる。 
４ 第２項の規定により区分する区域及び景観形成地区における法第

８条第２項第３号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限

に関する事項は、第２項の規定により区分する区域ごと又は景観形

成地区ごとに定めることができる。この場合において、景観形成地

区における行為の制限に関する事項は、同項に規定する区域ごとに

おける行為の制限に関する事項にかかわらず、当該地区の行為の制

限に関する事項によるものとする。 
（策定の手続） 

第７条 市長は、景観形成基本計画又は景観計画を定めようとすると

きは、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。 
２ 前項の規定は、景観形成基本計画又は景観計画の変更（規則で定

める軽微な変更を除く｡)について準用する。 
（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続） 

第８条 市長は、法第１４条第１項の規定による通知をしようとする

ときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければなら

ない。 
  
 
（届出を要する行為等） 

第９条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、次に掲げる

行為とする。 
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変

更 
(2) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物
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奈良県景観条例 生駒市景観条例（１２月定例会上程 法委任条例） 生駒市景観条例改正（３月定例会上程 自主条例） 
いう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法

律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をい

う。以下同じ。)その他の物件の堆たい積 
2 法第十六条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の規定による届

出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものと

する。 
3 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。 
4 法第十六条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の規定により届

け出なければならない事項は、行為をしようとする者の氏名及び住

所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所

在地)並びに行為の完了予定日とする。 
5 法第十六条第一項第四号に掲げる行為に係る同条第二項の規定に

より届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、そ

の変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第七項各号に掲

げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。 
6 景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号)第一条第二項第

四号の条例で定める図書は、法第八条第三項第二号の規定に基づき

景観計画に定める基準(以下「景観形成基準」という。)への適合に

関する事項を記載した書類その他規則で定める図書とする。 
7 法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為

とする。 
一 規則で定める仮設の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百

一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、

増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは

模様替又は色彩の変更 
二 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更 
三 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆たい積で、

次に掲げるもの 
ア 農業又は林業を営むために行うもの 
イ 堆たい積の期間が三十日を超えて継続しないもの 
四 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又

は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のた

めの措置が講じられるものとして規則で定めるもの 
五 法第十六条第一項各号に規定する届出を要する行為(同項第二号

に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物(建築物を除く。以

下同じ。)に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの 
六 前号に規定する規則で定める工作物以外の工作物に係る行為 
8 前項第五号に規定する規則で定める工作物及び規則で定める規模

は、重点景観形成区域ごとに定めることができる。 
 
 
 
 
 
 
 

をいう。以下同じ｡)、再生資源（資源の有効な利用の促進に関す

る法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項に規定する再生資

源をいう。以下同じ｡)その他の物件の堆積 
２ 法第１６条第１項第４号に掲げる行為に係る同項の規定による届

出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものと

する。 
３ 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。 
４ 法第１６条第１項第４号に掲げる行為に係る同項の規定により届

け出なければならない事項は、行為をしようとする者の氏名及び住

所（法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所

在地）並びに行為の完了予定日とする。 
５ 法第１６条第１項第４号に掲げる行為に係る同条第２項の規定に

より届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、そ

の変更により同条第１項の届出に係る行為が同条第７項各号に掲げ

る行為に該当することとなるもの以外のものとする。 
６ 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号）第１条第

２項第４号の条例で定める図書は、法第８条第３項第２号の規定に

より景観計画に定める基準（以下「景観形成基準」という｡)への適

合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書とする。 
７ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、次に掲げる行

為とする。 
(1) 規則で定める仮設の建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ｡)の新

築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更 
(2) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更 
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、

次に掲げるもの 
ア 農業又は林業を営むために行うもの 
イ 堆積の期間が３０日を超えて継続しないもの 

(4) 他の法令又は条例の規定により許可若しくは認可を受け、又は

届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のた

めの措置が講ぜられるものとして規則で定めるもの 
(5) 法第１６条第１項各号に規定する届出を要する行為（同項第２

号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物（建築物を除く。

以下同じ｡)に係る行為に限る｡)で、規則で定める規模以下のもの 
(6) 前号に規定する規則で定める工作物以外の工作物に係る行為 

８ 前項第５号に規定する規則で定める工作物及び規則で定める規模

は、重点景観形成区域ごとに定めることができる。 
 

 
 
 
 
 
 

をいう。以下同じ｡)、再生資源（資源の有効な利用の促進に関す

る法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項に規定する再生資

源をいう。以下同じ｡)その他の物件の堆積 
２ 法第１６条第１項第４号に掲げる行為に係る同項の規定による届

出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものと

する。 
３ 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。 
４ 法第１６条第１項第４号に掲げる行為に係る同項の規定により届

け出なければならない事項は、行為をしようとする者の氏名及び住

所（法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所

在地）並びに行為の完了予定日とする。 
５ 法第１６条第１項第４号に掲げる行為に係る同条第２項の規定に

より届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、そ

の変更により同条第１項の届出に係る行為が同条第７項各号に掲げ

る行為に該当することとなるもの以外のものとする。 
６ 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号）第１条第

２項第４号の条例で定める図書は、法第８条第３項第２号の規定に

より景観計画に定める基準（以下「景観形成基準」という｡)への適

合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書とする。 
７ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、次に掲げる行

為とする。 
(1) 規則で定める仮設の建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ｡)の新

築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更 
(2) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更 
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、

次に掲げるもの 
ア 農業又は林業を営むために行うもの 
イ 堆積の期間が３０日を超えて継続しないもの 

(4) 他の法令又は条例の規定により許可若しくは認可を受け、又は

届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のた

めの措置が講ぜられるものとして規則で定めるもの 
(5) 法第１６条第１項各号に規定する届出を要する行為（同項第２

号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物（建築物を除く。

以下同じ｡)に係る行為に限る｡)で、規則で定める規模以下のもの 
(6) 前号に規定する規則で定める工作物以外の工作物に係る行為 

８ 前項第５号に規定する規則で定める工作物及び規則で定める規模

は、景観形成地区ごとに定めることができる。 
（景観計画の遵守） 

第１０条 法第１６条第１項又は第２項の届出を要する行為をしよう

とする者は、当該行為について景観計画に適合するようにしなけれ

ばならない。ただし、市長が景観アドバイザーの意見を聴いて良好

な景観の形成に資すると認めた場合又は市長が特別な理由があると

認めた場合は、景観計画に定められた行為の制限の適用を除外する

ことができる。 
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奈良県景観条例 生駒市景観条例（１２月定例会上程 法委任条例） 生駒市景観条例改正（３月定例会上程 自主条例） 
(届出を要する行為に係る事前の助言) 

第十条 法第十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、あ

らかじめ、その内容について、規則で定めるところにより、知事に

必要な助言を求めることができる。 
2 知事は、前項の規定により助言を求められたときは、奈良県景観審

議会に意見を聴くことができる。 
(届出があった場合の市町村長の意見) 

第十一条 知事は、法第十六条第一項又は第二項の規定による届出が

あった場合は、当該届出に係る行為が行われる区域の市町村長の意

見を聴くものとする。 
(勧告の手続等) 

第十二条 知事は、法第十六条第三項の規定による勧告をしようとす

るときは、あらかじめ、奈良県景観審議会の意見を聴かなければな

らない。 
2 知事は、法第十六条第三項の規定による勧告を受けた者が当該勧告

に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表する

ことができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告

を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、奈良県景

観審議会の意見を聴かなければならない。 
(特定届出対象行為) 

第十三条 法第十七条第一項の条例で定める特定届出対象行為は、次

に掲げる行為とする。 
一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 
(変更命令等の手続) 

第十四条 知事は、法第十七条第一項又は第五項の規定により必要な

措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、奈良県景観

審議会の意見を聴かなければならない。 
(行為の完了の届出) 

第十五条 法第十六条第一項又は第二項の規定による届出(同条第一

項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものに限る。)を行った者

は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定め

るところにより、知事に届け出なければならない。 
(景観形成基準に係る配慮義務等) 

第十六条 法第十六条第一項又は第二項の規定による届出を要しない

場合においても、景観計画の区域内において、同条第一項第一号、

第二号若しくは第三号又は第九条第一項第一号若しくは第二号に

掲げる行為をする者は、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成

を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
(既存の建築物等に対する措置の求め) 

第十七条 知事は、景観計画の区域内において、良好な景観の形成を

図る上で著しく支障があると認める建築物又は第九条第七項第五

号に規定する規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対

し、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な

（届出を要する行為に係る事前の助言） 
第９条 法第１６条第１項の規定による届出をしようとする者は、あ

らかじめ、その内容について、規則で定めるところにより、市長に

必要な助言を求めることができる。 
２ 市長は、前項の規定により助言を求められたときは、生駒市景観

審議会に意見を聴くことができる。 
 
 
 
 
（勧告の手続等） 

第１０条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告をしようとす

るときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければな

らない。 
２ 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告を受けた者が当該勧

告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表す

ることができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧

告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、生駒市

景観審議会の意見を聴かなければならない。 
（特定届出対象行為） 

第１１条 法第１７条第１項の条例で定める特定届出対象行為は、次

に掲げる行為とする。 
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 
（変更命令等の手続） 

第１２条 市長は、法第１７条第１項又は第５項の規定により必要な

措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、生駒市景観

審議会の意見を聴かなければならない。 
（行為の完了の届出） 

第１３条 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出（同条第１

項第１号又は第２号に掲げる行為に係るものに限る｡)を行った者

は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定め

るところにより、市長に届け出なければならない。 
（景観形成基準に係る配慮義務等） 

第１４条 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出を要しない

場合においても、景観計画の区域内において、同条第１項第１号、

第２号若しくは第３号又は第８条第１項第１号若しくは第２号に掲

げる行為をする者は、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を

図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
（既存の建築物等に対する措置の求め） 

第１５条 市長は、景観計画の区域内において、良好な景観の形成を

図る上で著しく支障があると認める建築物又は第８条第７項第５号

に規定する規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対し、

景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置

（届出を要する行為に係る事前の助言） 
第１１条 法第１６条第１項の規定による届出をしようとする者は、

あらかじめ、その内容について、規則で定めるところにより、市長

又は景観アドバイザーに必要な助言を求めることができる。 
２ 市長は、前項の規定により助言を求められたときは、生駒市景観

審議会に意見を聴くことができる。 
 
 
 
 
（勧告の手続等） 

第１２条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告をしようとす

るときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければな

らない。 
２ 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告を受けた者が当該勧

告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表す

ることができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧

告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、生駒市

景観審議会の意見を聴かなければならない。 
（特定届出対象行為） 

第１３条 法第１７条第１項の条例で定める特定届出対象行為は、次

に掲げる行為とする。 
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 
（変更命令等の手続） 

第１４条 市長は、法第１７条第１項又は第５項の規定により必要な

措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、生駒市景観

審議会の意見を聴かなければならない。 
（行為の完了の届出） 

第１５条 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出（同条第１

項第１号又は第２号に掲げる行為に係るものに限る｡)を行った者

は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定め

るところにより、市長に届け出なければならない。 
（景観形成基準に係る配慮義務等） 

第１６条 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出を要しない

場合においても、景観計画の区域内において、同条第１項第１号、

第２号若しくは第３号又は第９条第１項第１号若しくは第２号に掲

げる行為をする者は、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を

図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
（既存の建築物等に対する措置の求め） 

第１７条 市長は、景観計画の区域内において、良好な景観の形成を

図る上で著しく支障があると認める建築物又は第９条第７項第５号

に規定する規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対し、

景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置
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奈良県景観条例 生駒市景観条例（１２月定例会上程 法委任条例） 生駒市景観条例改正（３月定例会上程 自主条例） 
措置を講ずるよう求めることができる。 

第四章 公共事業に係る景観の形成 
第十八条 知事は、公共事業を実施するに当たっての良好な景観の形

成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定める

ものとする。 
2 知事は、公共事業景観形成指針を定めるに当たっては、あらかじめ、

奈良県景観審議会の意見を聴かなければならない。 
3 知事は、公共事業景観形成指針を定めたときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 
4 前二項の規定は、公共事業景観形成指針の変更について準用する。 
5 知事は、国、他の地方公共団体その他の公共事業を実施する者に対

し、これらの者が実施する公共事業について、公共事業景観形成指

針に配慮するよう求めることができる。 
第五章 良好な景観の形成に関する施策 

(景観住民協定) 
第十九条 知事は、県民又は土地所有者等が良好な景観の形成に関し

締結した協定であって、その内容が地域の良好な景観の形成の推進

に資すると認められるものを景観住民協定として認定することが

できる。 
2 知事は、前項の規定により景観住民協定を認定したときは、その概

要を公表するものとする。 
(奈良県景観資産の登録) 

第二十条 知事は、景観的な価値を有する建造物若しくは樹木又は優

れた景観を眺望できる地点等であって、良好な景観の形成の推進に

資すると認められるものを奈良県景観資産(以下「景観資産」とい

う。)として登録することができる。 
2 知事は、景観資産を登録しようとするときは、あらかじめ、当該登

録しようとする建造物等を所有し、又は管理する者及び当該登録し

ようとする建造物等の存する区域の市町村長の意見を聴かなけれ

ばならない。 
3 知事は、第一項の規定により景観資産を登録したときは、その概要

を公表するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を講ずるよう求めることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を講ずるよう求めることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（景観重要建造物及び景観重要樹木の指定） 

第１８条 市長は、法第１９条第１項の規定による景観重要建造物の

指定をしようとするとき、又は法第２８条第１項の規定による景観

重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ生駒市景観審議

会の意見を聴かなければならない。 
２ 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、

その旨を告示しなければならない。 
３ 前２項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更

若しくは解除について準用する。 
４ 前３項に定めるもののほか、景観重要建造物又は景観重要樹木に

関し必要な事項は、規則で定める。 
（景観アドバイザー） 

第１９条 市長は、市、市民、事業者及び民間団体が行う景観の形成

に向けた取組について、専門的な助言を得るため、景観アドバイザ
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奈良県景観条例 生駒市景観条例（１２月定例会上程 法委任条例） 生駒市景観条例改正（３月定例会上程 自主条例） 
 
 
 
 
 
 

(景観への理解を深めるための施策等) 
第二十一条 県は、県民等が、良好な景観の形成について理解を深め

るとともに、良好な景観の形成に関する取組を積極的に進めること

ができるよう、良好な景観の形成に関する知識の普及、学習の支援、

顕彰その他の必要な施策を実施するものとする。 
2 県は、県、市町村及び県民等が、連携し、又は協働して、良好な景

観の形成を推進することができるよう、相互の交流の機会の提供そ

の他の必要な施策を実施するものとする。 
第六章 奈良県景観審議会 
第二十二条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調

査審議させるほか、知事の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する

重要事項を調査審議させるため、奈良県景観審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 
2 審議会は、知事が任命する委員十五人以内をもって組織する。 
 
 
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
4 委員は、再任されることができる。 
 
 
5 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
6 審議会は、第十条第二項、第十二条及び第十四条の規定によりその

権限に属させられた事項については、これらを専門に調査審議する

部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 
第七章 雑則 

(景観行政団体である市町村との関係) 
第二十三条 県は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、景観

行政団体である市町村が行う施策を尊重し、当該施策との整合性に

留意するものとする。 
(その他) 

第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。 
附 則 
 
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三章及

び第二十二条第六項の規定は、同年十一月一日から施行する。 
 

 
 
 
 
 
 
（景観への理解を深めるための施策等） 

第１６条 市は、市民、事業者及び民間団体が、良好な景観の形成に

ついて理解を深めるとともに、良好な景観の形成に関する取組を積

極的に進めることができるよう、良好な景観の形成に関する知識の

普及、学習の支援、顕彰その他の必要な施策を実施するものとする。 
２ 市は、市、市民、事業者及び民間団体が、連携し、又は協働して、

良好な景観の形成を推進することができるよう、相互の交流の機会

の提供その他の必要な施策を実施するものとする。 
（景観審議会） 

第１７条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項

のほか、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要な事項

を調査審議するため、生駒市景観審議会（以下「審議会」という｡)
を置く。 

２ 審議会は、委員１０人以内をもって組織する。 
３ 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちか

ら市長が委嘱する。 
４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 
 
 
５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
６ 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 
７ 審議会は、第９条第２項、第１０条及び第１２条の規定によりそ

の権限に属することとされた事項については、これらを専門に調査

審議する部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 
８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な

事項は、規則で定める。 
 
 
 
 
 
（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、奈

ーを置く。 
２ 景観アドバイザーの数は、３人以内とする。 
３ 景観アドバイザーは、景観の形成に関し専門的知識及び経験を有

する者のうちから、市長が委嘱する。 
４ 景観アドバイザーの任期は、２年とする。ただし、再任されるこ

とを妨げない。 
（景観への理解を深めるための施策等） 

第２０条 市は、市民、事業者及び民間団体が、良好な景観の形成に

ついて理解を深めるとともに、良好な景観の形成に関する取組を積

極的に進めることができるよう、良好な景観の形成に関する知識の

普及、学習の支援、顕彰その他の必要な施策を実施するものとする。 
２ 市は、市、市民、事業者及び民間団体が、連携し、又は協働して、

良好な景観の形成を推進することができるよう、相互の交流の機会

の提供その他の必要な施策を実施するものとする。 
（景観審議会） 

第２１条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項

のほか、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要な事項

を調査審議するため、生駒市景観審議会（以下「審議会」という｡)
を置く。 

２ 審議会は、委員１０人以内をもって組織する。 
３ 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちか

ら市長が委嘱する。 
４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 
 
 
５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
６ 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 
７ 審議会は、第９条第２項、第１０条及び第１２条の規定によりそ

の権限に属することとされた事項については、これらを専門に調査

審議する部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 
８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な

事項は、規則で定める。 
 
 
 
 
 
（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

附 則 
 この条例は、公布の日から起算して○月を超えない範囲内において

規則で定める日から施行する。 
  



－ 7 － 
 

奈良県景観条例 生駒市景観条例（１２月定例会上程 法委任条例） 生駒市景観条例改正（３月定例会上程 自主条例） 
良県知事に法第１６条第１項又は第２項の規定による届出（同条第

１項第１号又は第２号に掲げる行為に係るものに限る）を行った者

が施行日以後に当該届出に係る行為を完了したときは、当該届出を

行った者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出

なければならない。 

 


